
 

 

2026 年 2月 

お客さま各位 

 
 

手形帳・小切手帳の発行受付終了に伴う当座勘定規定の改定について 

 

平素は、浜松いわた信用金庫をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

この度、当金庫は、手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組みにより、2026 年 3月 31日（火）をもっ

て、手形帳・小切手帳の発行受付を終了します。また、それに伴い、以下のとおり当座勘定規定を改定します。 

改定後の規定は、改定前から当座預金をご契約いただいているお客さまにも適用されますので予めご了承ください。 

ご不明な点がございましたら、当金庫の窓口または下記の連絡先にお問合せください。 

 

記 

 

＜改定日＞      ２０２６年４月１日（水） 

 

＜改定内容＞    ※以下のとおり、条文を変更いたします。 

改定後 改定前 

第８条（手形、小切手用紙） 

（1）～（4）（略） 

（5）当座勘定から支払をした手形または小切手の

用紙は、その支払日から3カ月を経過した場合

は返却を求めることができないものとします。 

（6）前項の期間を経過した場合において、本人か

ら請求があったときは、当金庫所定の手続きに

よって当該手形または小切手の写しを交付し

ます。ただし、当金庫が定める写しの保管期限

を経過した場合は、その限りではありません。 

 

第８条（手形、小切手用紙） 

（1）～（4）（略） 

（5）手形用紙、小切手用紙の請求があった場合に

は、必要と認められる枚数を実費で交付しま

す。 

（6）当座勘定から支払をした手形または小切手の

用紙は、その支払日から3カ月を経過した場合

は返却を求めることができないものとします。 

（7）前項の期間を経過した場合において、本人か

ら請求があったときは、当金庫所定の手続きに

よって当該手形または小切手の写しを交付し

ます。ただし、当金庫が定める写しの保管期限

を経過した場合は、その限りではありません。 

第13条（支払保証） 

小切手の支払保証はしません。 

第13条（支払保証に代わる取扱い） 

小切手の支払保証はしません。ただし、その請求

があるときは、当金庫は自己宛小切手を交付し、

その金額を当座勘定から引落します。 

以 上 

【本件に関するお問い合わせ】 

浜松いわた信用金庫 お客様サービス課 

TEL︓0120-307-804  受付時間︓平日 9:00～17:00 

 


